
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４回介護施設の在り方に関する委員会（平成 1
9 年５月 1
8 日） 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月２１日（月） 下記の問題点を指摘！ 関係議員へ必死の働きかけ！ 

① 

介
護
保
険
事
業
関
係
だ
け
で
な
く
、

障
害
・
児
童
・
保
育
分
野
、
医
療
・
看
護

分
野
な
ど
、
二
四
時
間
・
三
六
五
日
、

対
人
援
助
型
サ
ー
ビ
ス
現
場
に
共
通

し
た
「
人
材
流
出
状
況
」
が
あ
る
。 

② 

経
営
者
・
管
理
者
・
職
員
が
一
体
と

な
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
る
も

の
で
あ
り
、
「
労
働
者
」
と
「
使
用
者
」
と

い
う
対
立
的
な
文
言
は
な
じ
ま
な
い
。 

③ 

「
賃
金
」
は
、
職
員
の
生
活
を
ま
も

り
、
仕
事
の
対
価
と
し
て
事
業
経
営
者

の
責
任
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。 

④ 

「
労
働
条
件
」
は
、
労
基
法
等
を
遵
守

し
た
う
え
で
、
働
き
や
す
い
条
件
づ
く

り
と
サ
ー
ビ
ス
の
質
確
保
の
は
ざ
ま
で

苦
労
し
な
が
ら
決
め
て
い
く
べ
き
も
の

で
あ
る
。 

 

介
護
・
福
祉
人
材
の
確
保
は
喫
緊
の
課
題
で

あ
る
が
、
賃
金
、
労
働
条
件
だ
け
で
な
く
、
利

用
者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
の
質
的
向
上

と
職
員
処
遇
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
、
事
業

経
営
者
に
求
め
ら
れ
る
責
任
で
あ
り
、
一
面

的
な
立
法
化
で
は
、
真
の
問
題
解
決
に
つ
な
が

ら
な
い
。 

人
員
配
置
基
準
の
見
直
し
、
運
営
基
準
の

改
善
、
介
護
報
酬
の
引
き
上
げ
こ
そ
が
、
現
場

実
態
を
改
善
し
う
る
方
策
で
あ
る
。 

賃
金
、
労
働
条
件
の
み
に
特
化
し
た
人
材

確
保
対
法
は
、
行
政
に
よ
る
人
件
費
管
理
、
サ

ー
ビ
ス
の
内
容
（
働
き
方
）
を
規
制
す
る
も
の

で
、
「
措
置
時
代
に
逆
戻
り
」
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。 

 

ついに勝ち取る！多くの同士の応援を得て 

介護従事者処遇改善の「介護人材確保法」成立へ 

中村ひろひこニュース  平成２０年４月３０日                        （１）

中
村
ひ
ろ
ひ
こ 

ニ
ュ
ー
ス 

２００８
No.３ 

 
 
 

介
護
従
事
者
等
の
人
材
確
保
の
た
め
の
介
護
従
事
者
等
の
処
遇
改
善
に
関
す
る
法
律
案 

 

政
府
は
、
高
齢
者
等
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
実
現 

す
る
た
め
に
介
護
従
事
者
等
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん 

が
み
、
介
護
を
担
う
優
れ
た
人
材
の
確
保
を
図
る
た
め
、
平
成
二
十
一
年 

四
月
一
日
ま
で
に
、
介
護
従
事
者
等
の
賃
金
を
は
じ
め
と
す
る
処
遇
の
改 

善
に
資
す
る
た
め
の
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ 

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も 

の
と
す
る
。 

附
則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

四
月
十
八
日
（
金
） 

 
 

民
主
党
提
案
の
「
介
護
労
働
者
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特

別
措
置
法
案
」
（
二
万
円
法
）
を
お
ろ
す
代
わ
り
に
議
員
立
法

で
左
記
「
介
護
労
働
者
の
人
材
確
保
に
関
す
る
法
律
案
（
仮

称
）
」
が
自
民
党
・
大
村
秀
章 

衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
筆

頭
理
事
か
ら
出
さ
れ
、
自
民
党
内
で
諮
ら
れ
る
こ
と
に
。 

 
 

や
っ
と
、
こ
こ
ま
で
漕
ぎ
着
け
ま
し
た
。 

民
主
党
案
も
包
括
し
て
、
介
護
・
福
祉
従
事
者

の
処
遇
改
善
の
た
め
の
法
律
で
す
。 

二
度
に
わ
た
る
介
護
報
酬
の
ダ
ウ
ン
、
介
護

職
の
医
療
関
連
行
為
、
複
雑
な
加
算
体
系
、

指
導
監
査
等
、
介
護
・
福
祉
職
員
を
取
り
巻
く

環
境
は
悪
化
し
、
人
材
確
保
難
、
人
材
流
出
が

顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は

「
介
護
・
福
祉
崩
壊
」
で
す
。 

看
護
人
材
確
保
法
（
91
年
）
以
来
の
人
材

確
保
法
で
す
。
や
っ
と
介
護
関
連
職
員
が
、
将

来
に
向
け
て
必
要
不
可
欠
な
存
在
と
し
て
「
表

舞
台
」
に
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

今
後
は
、
こ
の
骨
格
の
み
の
「
介
護
人
材
確
保

法
」
に
肉
を
付
け
、
血
を
通
わ
せ
る
こ
と
こ
そ

肝
要
で
す
。
現
場
発
信
の
ご
意
見
・
ご
支
援
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。  

中 

村 

博 

彦 
介
護
労
働
者
の
人
材
確
保
に
関
す
る
法
律
案
（
仮
称
） 

 

政
府
は
、
高
齢
者
等
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社 

会
を
実
現
す
る
た
め
に
介
護
労
働
者
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て 

い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
介
護
を
担
う
優
れ
た
人
材
の
確
保
を 

図
る
た
め
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
ま
で
に
、
介
護
労
働
者 

の
賃
金
水
準
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
介
護
労
働
者
の
賃
金 

を
は
じ
め
と
す
る
労
働
条
件
の
改
善
に
資
す
る
た
め
の
施
策
の 

在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き 

は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す 

る
。 

微妙な部分の修正です。しかし、
その持つ意味は大きいものがありま
す。経緯等をじっくりお読み下さい。

微
妙
な
修
正
に
大
き
な
意
味
が 

附
則  

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中村ひろひこニュース  平成２０年４月３０日                        （２）                               

自民党 政調、厚生労働部会 
４月２２日（火） 多数の出席者より法律案に反対意見続出 差し戻しに 

（午前八時 党本部７０２） 

中
村
博
彦
議
員
（
発
言
） 

介
護
職
に
対
し
て
の
賃
金
ア
ッ
プ
は

緊
急
の
課
題
だ
と
言
っ
て
い
た
だ
い
た

こ
と
は
あ
り
が
た
い
。
し
か
し
一
番
の
問

題
点
は
、
な
ぜ
「
介
護
労
働
者
」
と
い
う

言
葉
を
使
う
の
か
と
い
う
こ
と
。
崇
高

な
職
業
に
対
し
て
、
「
労
働
者
」
と
い
う

ネ
ー
ミ
ン
グ
は
如
何
な
も
の
か
。
「
介
護

労
働
者
の
人
材
確
保
に
関
す
る
」
は
民

主
党
案
と
ほ
ぼ
同
じ
。 

介
護
労
働
者
と
い
う
言
葉
は
変
え
る

べ
き
。
我
々
は
「
介
護
職
者
」
と
呼
ん
で

い
る
。
そ
し
て
介
護
職
者
は
、
介
護
保

険
施
設
の
ほ
か
に
、
障
害
福
祉
施
設

（
支
援
費
）
や
ケ
ア
ハ
ウ
ス
、
養
護
老
人

ホ
ー
ム
（
措
置
）
に
も
存
在
し
、
介
護
報

酬
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
な
い
の
で
、
そ

こ
に
所
属
す
る
職
員
も
否
に
感
じ
る
。 

ま
た
こ
の
「
介
護
」
と
い
う
の
は
チ
ー

ム
ケ
ア
。
施
設
長
も
含
め
、
あ
ら
ゆ
る

職
種
、
看
護
師
や
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
、
栄
養

士
、
調
理
師
な
ど
に
よ
る
チ
ー
ム
ケ
ア

に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
は
保
育
士
を
は
じ
め
、
児
童

福
祉
に
従
事
す
る
職
員
も
今
、
低
賃
金

の
中
で
頑
張
っ
て
い
る
。
そ
こ
も
あ
る
意

味
で
は
対
象
外
と
し
て
、
論
じ
ら
れ
て

い
な
い
し
、
私
は
後
々
問
題
が
出
て
く

る
の
で
は
な
い
か
と
。 

介
護
・
福
祉
に
従
事
す
る
み
ん
な
が

不
公
平
で
な
い
法
案
作
成
・
提
出
を
お

願
い
し
た
い
。 

そ
の
他
、
す
る
ど
い
指
摘
を
さ
れ
た
先
生
方 

 
木
村
義
雄
議
員
（
発
言
） 

こ
ん
な
恥
ず
か
し
い
も
の
を
与
党

が
出
し
た
ら
笑
わ
れ
る
。
ま
る
で
民
主

党
の
顔
を
立
て
る
だ
け
の
山
井
救
済

法
案
だ
。
し
か
も
今
日
出
し
て
き
て
、

明
日
採
決
だ
と
言
う
。
中
身
は
い
ろ
い

ろ
検
討
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
問
題

点
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
だ
っ
て
議
論
を
し
て
い
て
、
最

後
強
引
に
押
し
切
っ
た
。
そ
し
て
今
、

問
題
に
な
っ
て
、
こ
ん
な
厳
し
い
状
況

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
同
じ
パ
タ

ー
ン
を
繰
り
返
す
の
か
。
自
民
党
が
与

党
と
し
て
責
任
を
も
っ
て
出
せ
る
中

身
に
し
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
。 

中
山
太
郎
（
衆
・
大
阪
）
、
清
水
鴻
一
郎
（
衆
・
京
都
）
、

井
澤
京
子
（
衆
・
京
都
）
、
冨
岡
勉
（
衆
・
長
崎
）
、
福
岡

資
麿
（
衆
・
佐
賀
）
、
古
屋
圭
司
（
衆
・
岐
阜
）
、
岩
永
浩

美
（
参
・
佐
賀
）
、
南
野
知
恵
子
（
参
・
比
例
） 

４月２３日（水） 自民党 政調、厚生労働部会 

４月２２日（火）午後 衛藤晟一厚生労働部会長と修正案の協議 

「介護人材確保法」修正案（議員立法）が了承される 

（午前八時 党本部１０１） 

その際、「自民党厚生労働部会と介護委員会の合同会

議を連休明けから立ち上げ、他職種を含めた人材確保

対策等の問題点をまとめ、介護報酬改定に対応してい

く」ことを確認する。   中 村 博 彦 

４月２５日（金） 

中村ニュース､ご愛読の皆様へ 
  今後の配信に付きましては「電子メール」に変更させていただきたいと存じます。つきましては、引き続き配信 

ご希望の方は、下記要領でメールアドレスの登録をお願いいたします。         
記載内容（必要事項） ： 「〒、住所、氏名、法人名（施設名）、役職名、メールアドレス」 
申し込み方法 ： Ｅメール （nakamura@kensyokai.or.jp）若しくは ＦＡＸ（０８８３－２５－５１１８）    

 

衆議院・厚生労働委員会

全会一致で採決される 

参議院 
審 議 
成立へ 

同日 
衆議院 本会議 
全会一致で可決 

６党派による起草、提案と言う形で 


